
○毒物及び劇物指定令 
(昭和四十年一月四日)

(政令第二号)
毒物及び劇物指定令をここに公布する。 

毒物及び劇物指定令 
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一第二十八号、別表第二第

九十四号、別表第三第十号及び第二十三条の二の規定に基づき、毒物及び劇物指定令(昭和三十
一年政令第百七十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。 

(毒物) 
第一条 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲

げる物を毒物に指定する。 
一 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム〇・一％以下を含

有するものを除く。 
一の二 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤 
一の三 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤 
一の四 アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一・八％以下を含有す

るものを除く。 
一の五 三―アミノ―一―プロペン及びこれを含有する製剤 
一の六 アリルアルコール及びこれを含有する製剤 
一の七 アルカノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノ

ラート及びこれを含有する製剤。ただし、トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ
―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤を除く。 

一の八 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホ
スホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―(二
―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五％以下を含
有するものを除く。 

一の九 O―エチル＝S・S―ジプロピル＝ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれ
を含有する製剤。ただし、O―エチル＝S・S―ジプロピル＝ホスホロジチオアート五％以下
を含有するものを除く。 

二 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただ
し、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一・五％以下を含有するものを
除く。 

二の二 N―エチル―メチル―(二―クロル―四―メチルメルカプトフエニル)―チオホスホル
アミド及びこれを含有する製剤 

二の三 塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤 
二の四 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤 

三 黄燐りんを含有する製剤 
四 オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤 
五 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤 
六 クラーレを含有する製剤 
六の二 クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤 

六の三 五塩化燐りん及びこれを含有する製剤 

六の四 三塩化硼ほう素及びこれを含有する製剤 

六の五 三塩化燐りん及びこれを含有する製剤 

六の六 三弗ふつ化硼ほう素及びこれを含有する製剤 

六の七 三弗ふつ化燐りん及びこれを含有する製剤 
六の八 ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤 
七 四アルキル鉛を含有する製剤 
八 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 

イ 紺青及びこれを含有する製剤 
ロ フエリシアン塩及びこれを含有する製剤 
ハ フエロシアン塩及びこれを含有する製剤 

九 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただ
し、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五％以下を含有するものを除
く。 

九の二 ジエチル―S―(二―クロル―一―フタルイミドエチル)―ジチオホスフエイト及びこ
れを含有する製剤 

九の三 ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含
有する製剤。ただし、ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミ
ド五％以下を含有するものを除く。 

九の四 ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有す



る製剤 
十 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤 
十の二 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する

製剤。ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三％以下を
含有するものを除く。 

十の三 一・三―ジクロロプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤 
十一 ジニトロクレゾールを含有する製剤 
十二 ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤 
十二の二 ジニトロフエノール及びこれを含有する製剤 
十三 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノールを含有する製剤。ただし、

二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二％以下を含有するものを除
く。 

十三の二 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただ
し、二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五％以下を含有するものを
除く。 

十三の三 四弗ふつ化硫黄及びこれを含有する製剤 
十三の四 ジボラン及びこれを含有する製剤 
十三の五 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製

剤。ただし、ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四％以下を含有す
るものを除く。 

十四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製
剤 

十五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤 
十五の二 一・一′―ジメチル―四・四′―ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれ

らのいずれかを含有する製剤 
十六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤
十六の二 二・二―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及

びこれを含有する製剤 
十六の三 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマ

ート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―一・三
―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五％以下を含有するものを除
く。 

十七 水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 
イ アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤 
ロ 塩化第一水銀及びこれを含有する製剤 
ハ オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤 
ニ 酸化水銀五％以下を含有する製剤 

ホ 沃よう化第一水銀及びこれを含有する製剤 
ヘ 雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤 
ト 硫化第二水銀及びこれを含有する製剤 

十七の二 ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 
十八 セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 

イ 亜セレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一一％以下を含有する製剤 
ロ セレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一二％以下を含有する製剤 

十九 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)を含有する製剤 
十九の二 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル＝(Z)―(一RS・三RS)―三

―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプ
ロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三・
五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル＝(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―
三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキ
シラート〇・五％以下を含有するものを除く。 

十九の三 一―ドデシルグアニジニウム＝アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。
ただし、一―ドデシルグアニジニウム＝アセタート六五％以下を含有するものを除く。 

十九の四 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとし
て一〇％以下を含有するものを除く。 

二十 ニコチンを含有する製剤 
二十一 ニコチン塩類及びこれを含有する製剤 
二十二 ニツケルカルボニルを含有する製剤 
二十二の二 S・S―ビス(一―メチルプロピル)＝O―エチル＝ホスホロジチオアート(別名カ

ズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)＝O―エチ
ル＝ホスホロジチオアート一〇％以下を含有するものを除く。 



二十三 砒ひ素化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 

イ 砒ひ化インジウム及びこれを含有する製剤 

ロ 砒ひ化ガリウム及びこれを含有する製剤 
ハ メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤 
ニ メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤 

二十三の二 ヒドラジン 
二十三の三 ブチル＝二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル＝N・N′

―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。
ただし、ブチル＝二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル＝N・N′―
ジメチル―N・N′―チオジカルバマート五％以下を含有するものを除く。 

二十四 弗ふつ化水素を含有する製剤 

二十四の二 弗ふつ化スルフリル及びこれを含有する製剤 
二十四の三 フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤 
二十四の四 七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペ

リジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン、七―ブロモ―六―クロロ―三
―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四
(三H)―キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、
スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―
〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三
H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ
―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカル
シウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―
二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―ク
ロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピ
ル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二％以下を含有するものに限る。)及
びこれを含有する製剤を除く。 

二十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリ
ン)を含有する製剤 

二十六 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤
二十六の二 ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤 
二十六の三 ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤 
二十六の四 ホスゲン及びこれを含有する製剤 
二十六の五 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有す

る製剤。ただし、メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五％以
下を含有するものを除く。 

二十六の六 メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオ
オキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル―N′・N′―ジメチル―N―
〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート〇・八％以下を含有するも
のを除く。 

二十六の七 メチルホスホン酸ジクロリド 
二十六の八 S―メチル―N―［(メチルカルバモイル)―オキシ］―チオアセトイミデート(別

名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S―メチル―N―［(メチルカルバモイル)―
オキシ］―チオアセトイミデート四五％以下を含有するものを除く。 

二十六の九 メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤 
二十六の十 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチ

レンビス(一―チオセミカルバジド)二％以下を含有するものを除く。 
二十六の十一 二―メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤 
二十七 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 
二十八 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 

二十九 燐りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 

三十 燐りん化水素及びこれを含有する製剤 

三十一 六弗ふつ化タングステン及びこれを含有する製剤 
(昭四〇政二四四・昭四一政二五五・昭四二政九・昭四二政三七三・昭四六政三一・昭
四七政二五三・昭四九政一七四・昭五一政二〇五・昭五三政三五八・昭五五政二〇九・
昭五六政二七一・昭五九政三〇・昭六〇政三一三・昭六二政二・昭六二政三四五・平二
政二七六・平三政三六九・平五政四一・平五政二九四・平六政二九六・平七政一八三・
平七政三九〇・平八政三二一・平一〇政一七一・平一〇政四〇五・平一一政二九三・平
一二政二一三・平一二政四二九・平一三政二二七・平一四政六三・平一六政四三・平一
八政一七六・平一九政二六三・平二〇政一九九・平二一政一二〇・一部改正) 

(劇物) 
第二条 法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物



であるものを除く。 
一 無機亜鉛塩類。ただし、次に掲げるものを除く。 

イ 炭酸亜鉛 
ロ 雷酸亜鉛 

ハ 六水酸化錫すず亜鉛 
一の二 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、亜塩素酸ナトリウム二五％以

下を含有するもの及び爆発薬を除く。 
一の三 アクリルアミド及びこれを含有する製剤 
一の四 アクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、アクリル酸一〇％以下を含有するもの

を除く。 
一の五 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する製剤 
一の六 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する製剤 
二 亜硝酸塩類 
二の二 亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する製剤 
二の三 亜硝酸メチル及びこれを含有する製剤 
三 アセチレンジカルボン酸アミド及びこれを含有する製剤 
四 アニリン塩類 
四の二 アバメクチン一・八％以下を含有する製剤 
四の三 二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―アミノエタノール二

〇％以下を含有するものを除く。 
四の四 L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラ

ニル―L―アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L―二―アミ
ノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニン
として一九％以下を含有するものを除く。 

四の五 三―(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、三―(アミノ
メチル)ベンジルアミン八％以下を含有するものを除く。 

五 N―アルキルアニリン及びその塩類 
六 N―アルキルトルイジン及びその塩類 
七 アンチモン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 

イ 四―アセトキシフエニルジメチルスルホニウム＝ヘキサフルオロアンチモネート及びこ
れを含有する製剤 

ロ アンチモン酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 
ハ 酸化アンチモン(Ⅲ)を含有する製剤 
ニ 酸化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤 
ホ 硫化アンチモン及びこれを含有する製剤 

八 アンモニアを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇％以下を含有するものを除く。 
九 二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。た

だし、二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート一％以下を含有するもの
を除く。 

九の二 二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただ
し、二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート一・五％以下を含有するものを除
く。 

十 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイア
ジノン)を含有する製剤。ただし、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチ
ルチオホスフエイト五％(マイクロカプセル製剤にあつては、二五％)以下を含有するものを
除く。 

十の二 一水素二弗ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、一水素二弗ふつ化
アンモニウム四％以下を含有するものを除く。 

十の三 一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類
及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 
イ 一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンとして三・五％以下を含有する製剤

(ロに該当するものを除く。) 
ロ 一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンアルキルベンゼンスルホン酸及びこ

れを含有する製剤 
十一 可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤 
十一の二 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオ

ホスホルアミド(別名イソフエンホス)五％以下を含有する製剤 
十一の三 N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチル

チオホスホルアミド(別名ブロペタンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、N―エチル―O
―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド
一％以下を含有するものを除く。 



十二 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメートを含有す
る製剤 

十二の二 エチル＝二―ジエトキシチオホスホリルオキシ―五―メチルピラゾロ〔一・五―
a〕ピリミジン―六―カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤 

十三 エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製
剤。ただし、エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト三％以下を含
有するものを除く。 

十三の二 エチルジフエニルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジ
フエニルジチオホスフエイト二％以下を含有するものを除く。 

十三の三 O―エチル＝S・S―ジプロピル＝ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)五％以
下を含有する製剤。ただし、O―エチル＝S・S―ジプロピル＝ホスホロジチオアート三％以
下を含有する徐放性製剤を除く。 

十三の四 二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフエンカル
ブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメ
ート二％以下を含有するものを除く。 

十四 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一・五％以下を含有
する製剤 

十四の二 O―エチル＝S―プロピル＝［(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリ
ジン―一―イル］ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただ
し、O―エチル＝S―プロピル＝［(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン
―一―イル］ホスホノチオアート一・五％以下を含有するものを除く。 

十四の三 エチル＝(Z)―三―〔N―ベンジル―N―〔〔メチル(一―メチルチオエチリデンア
ミノオキシカルボニル)アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート及びこれを含有する製剤 

十四の四 O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト及びこ
れを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオ
ホスフエイト三％以下を含有するものを除く。 

十四の五 O―エチル＝S―一―メチルプロピル＝(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノ
チオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル＝S―一―メ
チルプロピル＝(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート一・五％以下を含有
するものを除く。 

十四の六 四―エチルメルカプトフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 
十四の七 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 
十五 エチレンクロルヒドリンを含有する製剤 
十五の二 エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤 
十五の三 エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメク

チンとして二％以下を含有するものを除く。 
十六 塩化水素を含有する製剤。ただし、塩化水素一〇％以下を含有するものを除く。 
十六の二 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇％以

下を含有するものを除く。 
十七 塩化第一水銀を含有する製剤 
十七の二 塩化チオニル及びこれを含有する製剤 
十七の三 塩素 
十八 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、爆発薬を除く。 
十八の二 (一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ［二・二・一］ヘプタン―二・三―

ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただ
し、(一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ［二・二・一］ヘプタン―二・三―ジカ
ルボン酸として一・五％以下を含有するものを除く。 

十八の三 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘ
キサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八―ノ
ナクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、
四・五・六・七・八・八―ヘキサクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタ
ノインデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒド
ロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン)並
びにこれを含有する製剤。ただし、一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・
三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・二・三・
四・五・六・七・八・八―ノナクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七
―メタノ―一H―インデン、四・五・六・七・八・八―ヘキサクロロ―三a・四・七・七a―
テトラヒドロ―四・七―メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三
a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物
の混合物六％以下を含有するものを除く。 

十九 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六％以下を含有するものを除く。 



二十 過酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、過酸化ナトリウム五％以下を含有するもの
を除く。 

二十一 過酸化尿素を含有する製剤。ただし、過酸化尿素一七％以下を含有するものを除く。
二十二 カドミウム化合物 
二十二の二 ぎ酸及びこれを含有する製剤。ただし、ぎ酸九〇％以下を含有するものを除く。
二十二の三 キシレン 
二十二の四 キノリン及びこれを含有する製剤 
二十三 無機金塩類。ただし、雷金を除く。 
二十四 無機銀塩類。ただし、塩化銀及び雷酸銀を除く。 
二十五 クレゾールを含有する製剤。ただし、クレゾール五％以下を含有するものを除く。 
二十六 クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛七〇％以下を含有するも

のを除く。 
二十六の二 二―クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤 
二十六の三 N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′・N′―ジメ

チルウレア及びこれを含有する製剤。ただし、N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチ
ルチオフエニル)―N′・N′―ジメチルウレア一二％以下を含有するものを除く。 

二十六の四 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルエチルメチルホスフエイト
及びこれを含有する製剤 

二十六の五 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルジメチルホスフエイト及び
これを含有する製剤 

二十六の六 一―クロル―一・二―ジブロムエタン及びこれを含有する製剤 
二十六の七 二―クロル―四・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含

有する製剤 
二十七 クロルピクリンを含有する製剤 
二十八 クロルメチルを含有する製剤。ただし、容量三〇〇ミリリツトル以下の容器に収めら

れた殺虫剤であつて、クロルメチル五〇％以下を含有するものを除く。 
二十八の二 クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 
二十八の三 二―クロロアニリン及びこれを含有する製剤 
二十八の四 四―クロロ―三―エチル―一―メチル―N―［四―(パラトリルオキシ)ベンジ

ル］ピラゾール―五―カルボキサミド及びこれを含有する製剤 
二十八の五 五―クロロ―N―［二―［四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノ

キシ］エチル］―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有
する製剤。ただし、五―クロロ―N―［二―［四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチ
ルフエノキシ］エチル］―六―エチルピリミジン―四―アミン四％以下を含有するものを除
く。 

二十八の六 クロロぎ酸ノルマルプロピル及びこれを含有する製剤 
二十八の七 クロロ酢酸エチル及びこれを含有する製剤 
二十八の八 クロロ酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 
二十八の九 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 
二十八の十 トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルア

セトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、トランス―N―(六―
クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン二％以下を含有す
るものを除く。 

二十八の十一 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イ
リデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、一―(六―クロロ
―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン二％(マイクロカ
プセル製剤にあつては、一二％)以下を含有するものを除く。 

二十八の十二 三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イ
リデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、三―(六―クロ
ロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド三％以下
を含有するものを除く。 

二十八の十三 (RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル＝O―エチル＝S
―プロピル＝ホスホロチオアート〕(別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、
(RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル＝O―エチル＝S―プロピル＝
ホスホロチオアート〕六％以下を含有するものを除く。 

二十八の十四 クロロプレン及びこれを含有する製剤 

二十九 硅弗けいふつ化水素酸を含有する製剤 

三十 硅弗けいふつ化水素酸塩類及びこれを含有する製剤 
三十の二 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれ

を含有する製剤。ただし、五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したもの
を除く。)一〇％以下を含有するものを除く。 



三十の三 酢酸エチル 
三十の四 酢酸タリウム及びこれを含有する製剤 
三十の五 サリノマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、サリノ

マイシンとして一％以下を含有するものを除く。 
三十の六 三塩化チタン及びこれを含有する製剤 
三十一 酸化水銀五％以下を含有する製剤 
三十一の二 四―ジアリルアミノ―三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及び

これを含有する製剤 
三十二 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 

(１) ［二―アセトキシ―(四―ジエチルアミノ)ベンジリデン］マロノニトリル及びこれを
含有する製剤 

(２) 五―アミノ―一―(二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル)―四―エチ
ルスルフイニル―一H―ピラゾール―三―カルボニトリル(別名エチプロール)及びこれを
含有する製剤 

(３) 五―アミノ―一―(二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル)―三―シア
ノ―四―トリフルオロメチルスルフイニルピラゾール(別名フイプロニル)一％(マイクロ
カプセル製剤にあつては、五％)以下を含有する製剤 

(４) 四―アルキル安息香酸シアノフエニル及びこれを含有する製剤 
(５) 四―アルキル―四″―シアノ―パラ―テルフエニル及びこれを含有する製剤 
(６) 四―アルキル―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 
(７) 四―アルキル―四′―シアノフエニルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤 
(８) 五―アルキル―二―(四―シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤 
(９) 四―アルキルシクロヘキシル―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 
(１０) 五―(四―アルキルフエニル)―二―(四―シアノフエニル)ピリミジン及びこれを

含有する製剤 
(１１) 四―アルコキシ―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 
(１２) 四―イソプロピルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１３) (E)―ウンデカ―九―エンニトリル、(Z)―ウンデカ―九―エンニトリル及びウン

デカ―一〇―エンニトリルの混合物((E)―ウンデカ―九―エンニトリル四五％以上五五％
以下を含有し、(Z)―ウンデカ―九―エンニトリル二三％以上三三％以下を含有し、か
つ、ウンデカ―一〇―エンニトリル一〇％以上二〇％以下を含有するものに限る。)及び
これを含有する製剤 

(１４) 四―〔トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベ
ンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

(１５) 四―〔五―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニ
トリル及びこれを含有する製剤 

(１６) 四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―フルオロベンゾニトリル及びこ
れを含有する製剤 

(１７) トランス―四′―エチル―トランス―一・一′―ビシクロヘキサン―四―カルボニ
トリル及びこれを含有する製剤 

(１８) 四′―〔二―(エトキシ)エトキシ〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含
有する製剤 

(１９) 四―〔トランス―四―(エトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれ
を含有する製剤 

(２０) 三―(オクタデセニルオキシ)プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤 
(２１) オレオニトリル及びこれを含有する製剤 
(２２) カプリニトリル及びこれを含有する製剤 
(２３) カプリロニトリル及びこれを含有する製剤 
(２４) 二―(四―クロル―六―エチルアミノ―S―トリアジン―二―イルアミノ)―二―メ

チル―プロピオニトリル五〇％以下を含有する製剤 
(２５) 四―クロロ―二―シアノ―N・N―ジメチル―五―パラ―トリルイミダゾール―一―

スルホンアミド及びこれを含有する製剤 
(２６) 三―クロロ―四―シアノフエニル＝四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製

剤 
(２７) 三―クロロ―四―シアノフエニル＝四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する

製剤 
(２８) 一―(三―クロロ―四・五・六・七―テトラヒドロピラゾロ［一・五―a］ピリジン

―二―イル)―五―［メチル(プロプ―二―イン―一―イル)アミノ］―一H―ピラゾール―
四―カルボニトリル(別名ピラクロニル)及びこれを含有する製剤 

(２９) 二―(四―クロロフエニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメ
チル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)及びこれを含有する製剤 



(３０) (RS)―四―(四―クロロフエニル)―二―フエニル―二―(一H―一・二・四―トリ
アゾール―一―イルメチル)ブチロニトリル及びこれを含有する製剤 

(３１) 高分子化合物 
(３２) シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤 
(３３) N―(二―シアノエチル)―一・三―ビス(アミノメチル)ベンゼン、N・N′―ジ(二

―シアノエチル)―一・三―ビス(アミノメチル)ベンゼン及びN・N・N′―トリ(二―シア
ノエチル)―一・三―ビス(アミノメチル)ベンゼンの混合物並びにこれを含有する製剤 

(３４) (RS)―二―シアノ―N―［(R)―一―(二・四―ジクロロフエニル)エチル］―三・
三―ジメチルブチラミド(別名ジクロシメツト)及びこれを含有する製剤 

(３５) 二―シアノ―三・三―ジフエニルプロパ―二―エン酸二―エチルヘキシルエステル
及びこれを含有する製剤 

(３６) 四―シアノ―三・五―ジフルオロフエニル＝四―ブタ―三―エニルベンゾアート及
びこれを含有する製剤 

(３７) 四―シアノ―三・五―ジフルオロフエニル＝四―ペンチルベンゾアート及びこれを
含有する製剤 

(３８) N―(一―シアノ―一・二―ジメチルプロピル)―二―(二・四―ジクロロフエノキ
シ)プロピオンアミド及びこれを含有する製剤 

(３９) 四′―シアノ―四―ビフエニリル＝トランス―四―エチル―一―シクロヘキサンカ
ルボキシラート及びこれを含有する製剤 

(４０) 四′―シアノ―四―ビフエニリル＝トランス―四―(トランス―四―プロピルシク
ロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 

(４１) 四―シアノ―四′―ビフエニリル＝四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)
ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

(４２) 四′―シアノ―四―ビフエニリル＝四′―ヘプチル―四―ビフエニルカルボキシラ
ート及びこれを含有する製剤 

(４３) 四′―シアノ―四―ビフエニリル＝トランス―四―(トランス―四―ペンチルシク
ロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 

(４４) 四―シアノ―四′―ビフエニリル＝四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)
ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

(４５) 四―シアノフエニル＝トランス―四―ブチル―一―シクロヘキサンカルボキシラー
ト及びこれを含有する製剤 

(４６) 四―シアノフエニル＝トランス―四―プロピル―一―シクロヘキサンカルボキシラ
ート及びこれを含有する製剤 

(４７) 四―シアノフエニル＝トランス―四―ペンチル―一―シクロヘキサンカルボキシラ
ート及びこれを含有する製剤 

(４８) 四―シアノフエニル＝四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート
及びこれを含有する製剤 

(４９) (E)―二―｛二―(四―シアノフエニル)―一―［三―(トリフルオロメチル)フエニ
ル］エチリデン｝―N―［四―(トリフルオロメトキシ)フエニル］ヒドラジンカルボキサ
ミドと(Z)―二―｛二―(四―シアノフエニル)―一―［三―(トリフルオロメチル)フエニ
ル］エチリデン｝―N―［四―(トリフルオロメトキシ)フエニル］ヒドラジンカルボキサ
ミドとの混合物((E)―二―｛二―(四―シアノフエニル)―一―［三―(トリフルオロメチ
ル)フエニル］エチリデン｝―N―［四―(トリフルオロメトキシ)フエニル］ヒドラジンカ
ルボキサミド九〇％以上を含有し、かつ、(Z)―二―｛二―(四―シアノフエニル)―一―
［三―(トリフルオロメチル)フエニル］エチリデン｝―N―［四―(トリフルオロメトキ
シ)フエニル］ヒドラジンカルボキサミド一〇％以下を含有するものに限る。)(別名メタ
フルミゾン)及びこれを含有する製剤 

(５０) (S)―四―シアノフエニル＝四―(二―メチルブトキシ)ベンゾアート及びこれを含
有する製剤 

(５１) (RS)―シアノ―(三―フエノキシフエニル)メチル＝二・二・三・三―テトラメチ
ルシクロプロパンカルボキシラート(別名フエンプロパトリン)一％以下を含有する製剤 

(５２) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝N―(二―クロロ―α・α・α―ト
リフルオロ―パラトリル)―D―バリナート(別名フルバリネート)五％以下を含有する製剤

(５３) α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝二・二―ジクロロ―一―(四―エトキシフ
エニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)及びこれを含有
する製剤 

(５４) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝(一R・三R)―三―(二・二―ジクロ
ロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートと(R)―α―シアノ―三
―フエノキシベンジル＝(一S・三S)―三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチ
ルシクロプロパン―カルボキシラートとの等量混合物〇・八八％以下を含有する製剤 

(５５) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝(一R・三S)―二・二―ジメチル―三



―(一・二・二・二―テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメ
トリン)〇・九％以下を含有する製剤 

(５６) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝(Z)―(一R・三S)―二・二―ジメチ
ル―三―〔二―(二・二・二―トリフルオロ―一―トリフルオロメチルエトキシカルボニ
ル)ビニル〕シクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 

(５７) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝(一R・三R)―二・二―ジメチル―三
―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラートと(R)―α―シ
アノ―三―フエノキシベンジル＝(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一
―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラートとの混合物((S)―α―シアノ―三
―フエノキシベンジル＝(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペ
ニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート九一％以上九九％以下を含有し、かつ、(R)
―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メ
チル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート一％以上九％以下を含有
するものに限る。)一〇％以下を含有するマイクロカプセル製剤 

(５８) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝(一R・三R)―二・二―ジメチル―
三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート八％以下を含
有する製剤 

(５９) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝(一R・三S)―二・二―ジメチル―
三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート二％以下を含
有する製剤 

(６０) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)
ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

(６１) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―エチルベンゾアート及びこれを含有する
製剤 

(６２) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―(エトキシメチル)ベンゾアート及びこれ
を含有する製剤 

(６３) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)
ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

(６４) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―ブチルベンゾアート及びこれを含有する
製剤 

(６５) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―(ブトキシメチル)ベンゾアート及びこれ
を含有する製剤 

(６６) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシ
ル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

(６７) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―プロピルベンゾアート及びこれを含有す
る製剤 

(６８) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―(プロポキシメチル)ベンゾアート及びこ
れを含有する製剤 

(６９) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―ヘプチルベンゾアート及びこれを含有す
る製剤 

(７０) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―(ペンチルオキシメチル)ベンゾアート及
びこれを含有する製剤 

(７１) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシ
ル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

(７２) 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―ペンチルベンゾアート及びこれを含有す
る製剤 

(７３) α―シアノ―四―フルオロ―三―フエノキシベンジル＝三―(二・二―ジクロロビ
ニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五％以下を含有する製剤 

(７４) N―シアノメチル―四―(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)
及びこれを含有する製剤 

(７５) トランス―一―(二―シアノ―二―メトキシイミノアセチル)―三―エチルウレア
(別名シモキサニル)及びこれを含有する製剤 

(７６) 一・四―ジアミノ―二・三―ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤 
(７７) O・O―ジエチル―O―(α―シアノベンジリデンアミノ)チオホスフエイト(別名ホ

キシム)及びこれを含有する製剤 
(７８) 三・三′―(一・四―ジオキソピロロ［三・四―c］ピロール―三・六―ジイル)ジ

ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(７９) 二―シクロヘキシリデン―二―フエニルアセトニトリル及びこれを含有する製剤 
(８０) シクロポリ(三～四)［ジフエノキシ、フエノキシ(四―シアノフエノキシ)及び

［ビス(四―シアノフエノキシ)］ホスフアゼン］の混合物並びにこれを含有する製剤 
(８１) 二・六―ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 



(８２) 三・四―ジクロロ―二′―シアノ―一・二―チアゾール―五―カルボキサニリド
(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤 

(８３) 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含
有する製剤 

(８４) ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤 
(８５) 二・六―ジフルオロ―四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル

及びこれを含有する製剤 
(８６) 二・六―ジフルオロ―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリ

ル及びこれを含有する製剤 
(８７) 二・六―ジフルオロ―四―(五―プロピルピリミジン―二―イル)ベンゾニトリル及

びこれを含有する製剤 
(８８) 四―［二・三―(ジフルオロメチレンジオキシ)フエニル］ピロール―三―カルボニ

トリル(別名フルジオキソニル)及びこれを含有する製剤 
(８９) 三・七―ジメチル―二・六―オクタジエンニトリル及びこれを含有する製剤 
(９０) 三・七―ジメチル―六―オクテンニトリル及びこれを含有する製剤 
(９１) 三・七―ジメチル―二・六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤 
(９２) 三・七―ジメチル―三・六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤 
(９３) 四・八―ジメチル―七―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤 
(９４) ジメチルパラシアンフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤 
(９５) N―(α・α―ジメチルベンジル)―二―シアノ―二―フエニルアセトアミド及びこ

れを含有する製剤 
(９６) 四・四―ジメトキシブタンニトリル及びこれを含有する製剤 
(９７) 三・五―ジヨード―四―オクタノイルオキシベンゾニトリル及びこれを含有する製

剤 
(９８) ステアロニトリル及びこれを含有する製剤 
(９９) 染料 
(１００) テトラクロル―メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 
(１０１) トリチオシクロヘプタジエン―三・四・六・七―テトラニトリル一五％以下を含

有する燻くん蒸剤 
(１０２) 二―トリデセンニトリルと三―トリデセンニトリルとの混合物(二―トリデセン

ニトリル八〇％以上八四％以下を含有し、かつ、三―トリデセンニトリル一五％以上一
九％以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤 

(１０３) 二・二・三―トリメチル―三―シクロペンテンアセトニトリル一〇％以下を含有
する製剤 

(１０４) p―トルエンスルホン酸＝四―［［三―［シアノ(二―メチルフエニル)メチリデ
ン］チオフエン―二(三H)―イリデン］アミノオキシスルホニル］フエニル及びこれを含
有する製剤 

(１０５) パラジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 
(１０６) パルミトニトリル及びこれを含有する製剤 
(１０７) 一・二―ビス(N―シアノメチル―N・N―ジメチルアンモニウム)エタン＝ジクロ

リド及びこれを含有する製剤 
(１０８) 二―ヒドロキシ―五―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤 
(１０９) 四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する

製剤 
(１１０) 三―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤 
(１１１) ブチル＝(R)―二―［四―(四―シアノ―二―フルオロフエノキシ)フエノキシ］

プロピオナート(別名シハロホツプブチル)及びこれを含有する製剤 
(１１２) トランス―四―(五―ブチル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及

びこれを含有する製剤 
(１１３) 四―〔トランス―四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕

ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１１４) 四―ブチル―二・六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエ

ステル及びこれを含有する製剤 
(１１５) (E)―二―(四―ターシヤリ―ブチルフエニル)―二―シアノ―一―(一・三・四

―トリメチルピラゾール―五―イル)ビニル＝二・二―ジメチルプロピオナート(別名シエ
ノピラフエン)及びこれを含有する製剤 

(１１６) トランス―四′―ブチル―トランス―四―ヘプチル―トランス―一・一′―ビシ
クロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤 

(１１７) 四′―〔トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル〕―四―ビフエニルカル
ボニトリル及びこれを含有する製剤 

(１１８) 四―〔トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれ



を含有する製剤 
(１１９) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シ

クロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１２０) 二―フルオロ―四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及び

これを含有する製剤 
(１２１) 二―フルオロ―四―［トランス―四―(E)―(プロパ―一―エン―一―イル)シク

ロヘキシル］ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１２２) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)

シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１２３) 二―フルオロ―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及

びこれを含有する製剤 
(１２４) 三′―フルオロ―四″―プロピル―四―パラ―テルフエニルカルボニトリル及び

これを含有する製剤 
(１２５) 二―フルオロ―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及

びこれを含有する製剤 
(１２６) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(三―メトキシプロピル)シクロヘキシル〕

ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１２７) トランス―四―(五―プロピル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル

及びこれを含有する製剤 
(１２８) 四―〔トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシ

ル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１２９) 四―〔二―(トランス―四′―プロピル―トランス―一・一′―ビシクロヘキサ

ン―四―イル)エチル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１３０) 四―〔トランス―四―(一―プロペニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこ

れを含有する製剤 
(１３１) 四―ブロモ―二―(四―クロロフエニル)―一―エトキシメチル―五―トリフルオ

ロメチルピロール―三―カルボニトリル(別名クロルフエナピル)〇・六％以下を含有する
製剤 

(１３２) 二―ブロモ―二―(ブロモメチル)グルタロニトリル及びこれを含有する製剤 
(１３３) 三―(シス―三―ヘキセニロキシ)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤 
(１３４) 四―〔五―(トランス―四―ヘプチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベン

ゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１３５) ペンタクロルマンデル酸ニトリル及びこれを含有する製剤 
(１３６) トランス―四―(五―ペンチル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル

及びこれを含有する製剤 
(１３７) 四―〔トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキシ

ル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１３８) 四―〔五―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベン

ゾニトリル及びこれを含有する製剤 
(１３９) 四―ペンチル―二・六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニル

エステル及びこれを含有する製剤 
(１４０) 四―［(E)―三―ペンテニル］安息香酸四―シアノ―三・五―ジフルオロフエニ

ルエステル及びこれを含有する製剤 
(１４１) 四′―〔トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル〕―四―ビフエニルカ

ルボニトリル及びこれを含有する製剤 
(１４２) 四―〔トランス―四―(一―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこ

れを含有する製剤 
(１４３) 四―〔トランス―四―(三―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこ

れを含有する製剤 
(１４４) 四―〔トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこ

れを含有する製剤 


